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【凡例】上記の　　印は、法令上求められる措置を示す。

(飛沫防止等の養生)

(床防水養生)

(汚染水処理)

（※１）局所的に使用するグローブバック工法

（※２）負圧不要

（※３）適切な石綿飛散防止対策の徹底を図るために必要な措置

特殊工法

（※１）

作業場を負圧

隔離養生等　

切断等による除去

石綿含有吹付け材

【レベル１】

負圧隔離養生 グローブバック

（常時） （常時）

高性能真空
掃除機

必要に応じて

断熱材

石綿含有保温材等

作業場を負圧

隔離養生等　

特殊工法

（※１）

湿潤化して原形

のまま取り外し

断熱材を折半に

つけたまま除去

非石綿部での

切断除去　　

屋根用折半裏

切断等によらない除去

石綿含有保温材等

【レベル２】 【レベル２】
配管保温材

安衛法・石綿則
は必要

負圧隔離養生 グローブバック 隔離養生
（負圧不要）
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必要に応じて

作業場を負圧
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作業場を隔離

養生（※２）

封じ込め、囲い込み

切断等なし切断等あり

石綿含有吹付け材【レベル１】

石綿含有保温材等【レベル２】

負圧隔離養生 隔離養生
（負圧不要）

（常時） （常時）

切断等あり 切断等なし

石綿含有成形板等

切断等あり 切断等なし

石綿含有成形板等【レベル３】

石綿含有ケイカル板 第１種
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（実施が
望ましい）

（実施が
望ましい）

除　去

（例）ディスクグライン

　　　ダー工法

（例）集塵装置付きディ

スクグラインダー工法

（例）高圧水洗工法 （例）剥離剤併用手工具
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切断等あり（電動工具使用）《隔離養生等》 切断等あり（電動工具なし）《湿潤化》

除　去
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【レベル３相当】
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(飛沫防止等の養生)
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（※３）

（※３）

（※３）

（※３）

【参考】石綿飛散及びばく露防止対策の概要

同等の要件を
満たす場合不要

同等の要件を
満たす場合不要

１　「負圧不要」とされているものについても、劣化による飛散が想定される場合は、負圧隔離養生等を行う。

２　劣化により切断等によらない工法で除去等を行うことが困難な場合は、切断等による工法で除去を行う、

３　内装仕上げに用いられる石綿含有ひる石吹付け材及び石綿含有パーライト吹付け材については、大気汚染防止法における「吹付け石綿」及び

　石綿則における「吹き付けられた石綿」に分類されることから、石綿含有仕上塗材に含まれない。

１　「同等の要件を満たす場合」とは、少なくとも、以下に掲げる全ての事項を満足すること。

　　　・集じん機能を備えたカバー付きの工具であること。

　　　・集じん装置はHEPAフィルタを有し、集じんした石綿等が作業空間その他外部環境に漏出しないこと。

　　　・当該集じん装置付き工具の集じん性能として、作業中の作業場所の総繊維濃度が0.15本/cm3（作業環境の石綿管理濃度）を下回ることが示されていること。

　　屋内で隔離養生（負圧不要）を行う場合は、天井裏や壁に隙間がないことを確認の上、隙間が認められる場合はあらかじめプラスチックシート等で養生する。

　（壁面についても、プラスチックシート等で養生することが望ましい。）

２　石綿含有ケイカル板（第１種）を切断等する際の隔離養生については、特記による。特記がない場合は、次による。

備　　考注　意　事　項

　また、開口部や吹出口等については目張りし、出入口はプラスチックシート等を垂らして飛散を防止する。床面についても、プラスチックシート等で養生する。
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